
職種：事務員Ⅱ

募集
番号

再度任用の
上限回数

賃金形態 募集人員
勤務日

勤務時間/休憩時間
加入保険 主な業務内容 必要資格等

1 4回 月給 1名

・週28時間勤務
・月～木曜日
・8:45～16:45
※休憩60分

健康保険
厚生年金
雇用保険

・乳幼児健康診査、母子保健に係る教室事業の
運営・従事
・母子保健に係る相談業務

・パソコンの簡単な操作（文字
の入力等）ができること
・公認心理師、精神保健福祉
士、臨床心理士、認定心理士、
学校心理士、臨床発達心理
士、心理カウンセラー等のいず
れかの資格を有していること

月額　147,700円～175,300円
　　※学歴・職歴の期間等に応じて決定します（上限あり）。

　　※所定の基準に従い、通勤方法及び距離に応じた通勤費相当額が加算されます。

　　※正職員の給与が改定された場合は、改定の実施時期を含め、改定に係る取扱いに準じて改定します。例えば、4月に遡って報酬が改定され、給与が増減する場合があります。

令和8年2月4日（水）～令和9年3月31日（水）　 　　受付時間：午前9時から午後5時30分（土日祝日を除きます）　　　
　　※応募状況に応じて、随時面接を実施し、採用が決定次第、募集受付は終了します。

事前に電話連絡の上、指定された面接日までに、①履歴書（自筆・PCいずれも可）、②作文（自筆）を持参してください。
また、郵送により履歴書をご提出いただいた場合は、後日面接日の調整のためご連絡します。
　　※市販の履歴書可

　　※保有資格を証明する書類の写しを必ず添付してください。また、提出いただいた履歴書、書類の写し及び作文は返却しません。

随時実施（電話連絡時に調整）
　
帯広市保健福祉センター　（帯広市東8条南13丁目1）　※会場は変更となる場合があります。

ただし、業務が継続し、かつ、勤務状況が良好であれば翌年度1年間再度任用されます。（再度任用上限回数４回）

なし

地方公務員法第16条に該当しない方（以下、地方公務員法第16条抜粋）※該当する方は申し込みできません。
　　・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　　・帯広市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年経過しない者

　　・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

　　・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

市役所のワーク・ライフ・バランスの実施に向け、主な業務内容のほか「所属課内外の応援に関すること」も従事すべき業務の内容に含まれます。

〒080-0808　帯広市東8条南13丁目１ 帯広市健康推進課　会計年度任用職員採用担当宛　　　電話：0155-25-9722

■年齢制限

■応募資格

■問合せ先

  作文のテーマについて
　　『私が帯広市会計年度任用職員に応募する理由』と題して、職務経歴、知識、経験等の自己PRを織り交ぜ４００字以内にまとめてください。
　　※作文は自筆（パソコンでの記載不可）です。　　※面接当日までに提出をお願いします。

■面接会場

■任用期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日　　　任用日は採用者と相談の上、決定します。

■その他

令和8年度（4月1日以降随時任用）帯広市会計年度任用職員（事務員Ⅱ）の募集について
募集内容

所属課
（勤務場所）

　健康推進課

　勤務場所：帯広市保健福祉センター

■報酬

■受付期間

■面接日

■申込方法


